
　事業承継税制は、中小企業経営者の高齢化による廃業
を減らし、円滑に事業承継できる環境を整えることを目
的として、平成21年度税制改正で創設されました。し
かしながら、この税制を活用するための要件がかなり厳
しく、あまり利用が進んでいませんでした。そのためこ
れまで何度か見直しが行われてきましたが、さらに大き
く利用を促進するために、平成30年度税制改正で、各
要件について大きな緩和がなされました。

（1）事業承継税制の概要
　中小企業において相続が発生した場合、特に業績の良
い会社ほど、その会社の株式（以下「非上場株式等」と
いいます）の相続税評価額が大きくなり、それに伴い納
付しなければならない相続税額も多額となります。事業
承継税制では、所定の手続きを経て、いくつかの要件を
クリアすることを条件に、次のように相続税・贈与税の
納税が猶予・免除されます。
①先代経営者の死亡により相続で後継者が取得した非上
場株式等に係る相続税の納税が猶予されます。そして
その後、後継者が死亡した際に免除されます。
②先代経営者が生前に前もって後継者へ非上場株式等を
贈与した場合には、その贈与に係る贈与税の納税が猶
予されます。そしてその後、先代経営者が死亡した際
に免除されます。
　また、上記②で先代経営者から贈与された非上場株式
等は、先代経営者が死亡した際には後継者が相続によっ
て取得したものとみなされます。つまり上記①へ移行
し、相続税の納税も猶予されることになります。
　このように、事業承継税制を利用して贈与と相続を繰
り返していけば、贈与税・相続税の納税について猶予と
免除が繰り返されることになります。

（2）特例措置の内容
　今回の改正で創設された特例措置と従来の制度（一般
措置）との主な違いは次の通りです。

　従来は非上場株式等の全部が納税猶予の対象になって
いたわけでありませんが、特例措置では相続税・贈与税
の100%が納税猶予・免除の対象となりました。また、
事業継続が出来ずに廃業や株式譲渡をせざるを得なく
なった際には猶予税額を納付する必要がありますが、特
例措置ではその際に再評価した株価に基づいて納付税額
を免除する制度も導入されました。
　なお、この特例措置は平成30年1月1日から平成39年
12月31日までの間に行われる相続・贈与に適用されま
す。また、この特例措置を受けるためには、平成35年3
月31日までに特例承認計画を策定し都道府県知事に提
出する必要があります。

　以前よりも利用しやすくなりましたが、事業承継は会
社の一大イベントです。慎重にご検討下さい。

　労働基準法では、使用者は、その雇い入れの日から起
算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤し
た労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の
年休を与えなければならないとなっています。さらに、
1年ごとに日数が加算され、雇い入れから6年6か月以上
なら20労働日の年休が発生することになります。
　平成30年4月1日より、労働基準法が改正され、年休
の日数が10日以上の労働者に対してそのうちの5日につ
いては、基準日から1年以内に与えなければならないと
されました。具体的には以下の方法により与えなければ
ならないとされています。
•労働者本人の時季指定による取得
•労使協定締結による計画的付与
•労働者本人の希望を聞いたうえでの使用者による時季
指定

　年休は「労働者の請求する時季」に与えるとなってい
ますが、「時季」とは季節をも含めた時期とされていま
す。請求手続きは社内ルールとして就業規則等で定める
ことになりますが、以下のようなポイントがあります。
（1）全労働日の8割以上出勤
通常の出勤日に労働した以外にも次の日は出勤した労働
日とされています。
•年休を取得した日
•労災により休業した日
•産前・産後の休業期間
•育児・介護休業をした期間
•労働時間の一部を休業した日
（2）パートタイマー等の比例付与
所定労働日数が週4日以下、及び労働時間が週30時間未
満の労働者については、雇い入れから6か月で1日～7日

の年休が比例的に付与されます。この場合でも週3日の
労働者が5年6か月、週4日の労働者が3年6か月の場合
は10日の年休が発生することになり、5日の取得義務が
発生します。
（3）時季指定権と時季変更権
•年休は労働者が時季を指定して具体的に権利を行使で
きる
•使用者には申出を拒否する権利はない
•業務の正常な運営を妨げる場合のみ時季を変更するこ
とができる
（4）計画的付与
計画的付与は、年休の取得率向上のため、年休を計画的
に取得させる制度です。
•労使協定の締結が必要
•計画的に取得させられるのは、5日を超える部分
（5）半日休暇
半日休暇は与える義務はないが、与えてもよい。
（6）時間休暇
労使協定で定めることにより、5日以内に限り、時間単
位で与えることができる。
（7）年休中の賃金
•原則として、平均賃金又は通常の賃金
•労使協定により、健康保険法の標準報酬日額
（8）基準日の統一
　年休の発生日を基準日といいます。途中入社が多い中
小企業の場合は、基準日が労働者ごとにばらばらになる
ため、取得状況の管理が煩雑になります。この対策とし
て、基準日を統一することが考えられます。その場合
は、労働者にとって不利益とならないような従業規則の
見直しが必要になります。
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対象株数

納税猶予割合

承継パターン

雇用確保要件

事業の継続が
困難な事由が
生じた場合の免除

特例措置

全株式

100％

複数の株主から
最大3人の後継者

弾力化

再計算した猶予税額を
納付し、従前の猶予税額
との差額を免除

一般措置

総株式数の
最大3分の2まで

相続80％、贈与100％

複数の株主から
1人の後継者

承継後5年間は平均
8割の雇用維持が必要

なし
（従前の猶予税額を納付）
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